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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１０月２日 １２時５５分ごろ 

発生場所 山口県柳井市平郡
へいぐん

島西方沖 

 舵
かじ

掛
かけ

岩灯標から真方位１７０°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４８.４′ 東経１３２°０９.２′） 

事故の概要  セメント運搬船明山
めいざん

丸は、北東進中、また、漁船第二十八広隆
こうりゅう

丸

は、北北東進中、両船が衝突した。 

 明山丸は、右舷船首部外板に凹損を生じ、また、第二十八広隆丸

は、左舷船首部外板に破口を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１０月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 明山丸、７４９トン 

   １３６８２３、山機運輸株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

   ７０.００ｍ×１１.４０ｍ×５.１２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１５年８月２０日 

Ｂ 漁船 第二十八広隆丸、１６８トン 

   １２８３１２、広隆水産有限会社 

   ４２.６０ｍ×６.８０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６１kＷ、昭和６０年９月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年６月１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１１月２５日 

    免状有効期間満了日 平成３１年５月３１日 

  航海士Ａ 男性 ３１歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１６年３月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年１２月２６日 

    免状有効期間満了日 平成３１年３月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 
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   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年２月７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１１月１７日 

    免状有効期間満了日 平成２８年３月５日 

  甲板員Ｂ 男性 ２７歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に凹損 

Ｂ 左舷船首部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ４、視界 良好 

海象：下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａほか４人が乗り組み、航海士Ａが単独の

船橋当直につき、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で、自動操舵により平郡島西方沖を福山港に向けて北東進し

た。 

 航海士Ａは、船首方に航行の支障となる船を認めなかったので、操

舵スタンド後方に置いた椅子にもたれて当直していたところ、右舷船

首方至近に北北東進中のＢ船を視認し、自動操舵から手動操舵に切り

替えて左舵一杯とし、汽笛で短音１回を吹鳴した後、機関を微速力前

進とした。 

 Ａ船は、平成２７年１０月２日１２時５５分ごろ、平郡島西方沖に

おいて、その右舷船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

 船長Ａは、航海士Ａからの電話連絡を受けて昇橋し、Ｂ船と衝突し

たことを知り、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、本事故発生

場所付近で漂泊した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ、甲板員Ｂほか３人が乗り組み、甲板員Ｂが単独の

船橋当直につき、約９kn の速力で、自動操舵により平郡島西方沖を山

口県周防
す お う

大島町三蒲
み が ま

湾に向けて北北東進した。 

 甲板員Ｂは、操舵スタンド後方に置いた椅子に腰を掛けて左舷船尾

方を見たところ、約２.５Ｍの所にＡ船を視認した後、Ａ船が接近す

ることを知ったが、いずれＡ船がＢ船を避けるものと思い、Ａ船を見

ながら当直を続けた。 

 甲板員Ｂは、Ａ船がＢ船を避ける様子を見せずに至近に接近したの

で、手動操舵に切り替え、「衝突する」と叫んだ。 

 Ｂ船は、船橋で横になって休息していた船長Ｂが、甲板員Ｂの叫び

声で気付き、直ちに操船を交替して、Ａ船との衝突を避けようと右舵

一杯とし、機関を全速力後進にかけたものの、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、海上保安庁に本事故の発生を通報した後、本事故発生場

所付近で漂泊した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

写真１ Ａ船の操舵室内の状況 写真２ 本件計器盤の状況 参
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照） 

 その他の事項  Ａ船は、セメント約１,３０１ｔを積載していた。 

 航海士Ａは、１２時３０分ごろに前直の二等航海士から船橋当直を

引き継いだとき、船首方に航行の支障となる他船を認めなかったの

で、船首方に他船はいないものと思い、椅子にもたれて当直をしてい

た。 

 航海士Ａは、本事故時、視界が良かったので、双眼鏡を使用せず、

目視で見張りを行っていた。 

 航海士Ａは、レーダー２台のうち１台を３Ｍレンジのノースアップ

及びセンター表示で作動させ、ＡＲＰＡ及びエコートレイル機能は使

用していなかった。 

 航海士Ａは、衝突直前、汽笛で短音を５回鳴らすつもりであった

が、１回しか鳴らす時間がなかった。 

 航海士Ａは、本事故当時、体調に異常はなかった。 

 航海士Ａは、本事故後、船橋右舷側に設置されたエンジンコンソー

ルの計器盤（以下「本件計器盤」という。）が自身の目の高さほどあ

るので、椅子にもたれた姿勢では、Ｂ船が本件計器盤の陰に入って見

えなかったのかもしれないと思った。 

 船長Ａは、椅子にもたれた姿勢で見張りをすると、本件計器盤によ

って、右舷船首方に約３０°の範囲にわたって水平線を視認すること

ができない死角を生じると認識していた。 

 Ｂ船は、漁獲物約１０.５ｔを積載し、運搬していた。 

 甲板員Ｂは、レーダー２台のうち１台を３Ｍレンジのヘッドアップ

及びセンター表示で作動させていた。 

 Ｂ船のレーダーには、ＡＲＰＡ及びエコートレイル機能がなかっ

た。 

 甲板員Ｂは、本事故当時、体調に異常はなかった。 

 甲板員Ｂは、Ａ船がＢ船を避ける様子を見せずに至近に接近したと

き、手動操舵に切り替えたものの、転舵しなかった。 

 船長Ｂは、ふだんから、航海当直につく全ての甲板員に対して、他

船が１Ｍに接近するまでに安全に通過する態勢にならない場合、すぐ

に呼ぶよう指示していた。 

 甲板員Ｂは、他船が２Ｍに接近しても、自分で何とかできる場合に

は船長を呼ばなかったが、相手船が１～１.５Ｍになったときには船

長を呼ぶようにしていた。本事故時は、相手船が自船を避けると思っ

たので、船長を呼ばなかった。 

 甲板員Ｂは、本事故後、船長Ｂが甲板員Ｂから約２ｍの所で横にな

って休息していたのだから、もっと早く船長を呼べばよかったと思っ

た。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、平郡島西方沖を北東進中、航海士Ａが、前路に他船はいな

いものと思い込み、右舷船首方の死角を補う見張りを行っていなかっ

たことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 航海士Ａは、当直を引き継いだとき、船首方に航行の支障となる他

船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い込んだも

のと考えられる。 

 航海士Ａは、椅子にもたれた姿勢で見張りをしていたことから、本

件計器盤によって右舷船首方に死角を生じていたものと考えられる。 

 船長Ａは、椅子にもたれた姿勢では本件計器盤によって右舷船首方

に死角を生じることを認識していたものの、船橋当直者に対して椅子

を使用しての見張りを制限していなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、平郡島西方沖を北北東進中、甲板員Ｂが、左舷船尾方にＡ

船を認め、その後Ａ船が接近することを知ったが、いずれＡ船がＢ船

を避けるものと思い、船長ＢにＡ船の存在を報告しなかったことか

ら、甲板員Ｂの叫び声で気付いた船長Ｂが右舵一杯、機関を全速力後

進にかけたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、船橋当直者に対し、他船が１Ｍに接近するまでに安全に

通過する態勢にならない場合は、報告するよう指示していたものと考

えられる。 

 また、甲板員Ｂは、他船が１～１.５Ｍに接近したら船長に報告す

るようにしていたものと考えられるが、本事故当時、甲板員Ｂが船長

Ｂに報告しなかった状況については、明らかにすることはできなかっ

た。 

原因  本事故は、平郡島西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が北北東

進中、航海士Ａが、前路に他船はいないものと思い込み、右舷船首方

の死角を補う見張りを行わず、また、甲板員Ｂが、いずれＡ船がＢ船

を避けるものと思い、船長ＢにＡ船の存在を報告しなかったため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 
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愛媛県 

山口県 

付図１ 事故発生経過概略図 

舵掛岩灯標 

山口県柳井市平郡島 
事故発生場所 

（平成２７年１０月２日 １２時５５分ごろ発生） 

Ａ船 Ｂ船 
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時  刻 

(時:分:秒) 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

(°) 

対地速力 

(kn) 

12:28:08 33-45-17.4 132-03-39.4 071 063 12.5 

12:30:09 33-45-29.5 132-04-05.5 057 053 12.3 

12:31:48 33-45-41.2 132-04-25.7 054 053 12.4 

12:33:59 33-45-56.8 132-04-52.3 055 054 12.4 

12:35:48 33-46-09.7 132-05-14.6 055 053 12.3 

12:38:08 33-46-26.0 132-05-42.8 055 053 12.2 

12:39:48 33-46-38.0 132-06-03.4 055 054 12.2 

12:42:29 33-46-56.6 132-06-35.8 055 053 12.3 

12:44:09 33-47-08.5 132-06-56.5 055 054 12.3 

12:46:28 33-47-24.7 132-07-25.2 055 053 12.2 

12:48:09 33-47-36.0 132-07-45.5 056 054 12.2 

12:50:09 33-47-49.9 132-08-10.2 055 053 12.2 

12:52:10 33-48-03.8 132-08-34.3 056 054 12.2 

12:53:49 33-48-15.5 132-08-54.0 054 053 12.2 

12:55:08 33-48-25.1 132-09-09.9 053 053 12.2 

12:55:28 33-48-27.7 132-09-13.5 049 033 11.4 

12:55:42 33-48-29.6 132-09-15.1 038 027 11.2 

12:55:55 33-48-32.0 132-09-16.6 031 024 11.3 

12:56:02 33-48-33.2 132-09-17.3 028 025 11.3 

12:57:08 33-48-43.3 132-09-23.8 030 031 9.5 

12:58:08 33-48-50.3 132-09-29.2 033 034 7.8 

13:00:09 33-49-01.0 132-09-38.0 035 030 5.7 

 ※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位

は真方位である。 

 

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
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写真１ Ａ船の操舵室内の状況 

写真２ 本件計器盤の状況 

本件計器盤 

椅子 

本件計器盤 

窓枠の上端 

窓枠の上端 


